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別紙のとおり



 

随 意 契 約 理 由 書 
 

 

 １．件   名：球磨川水害河川監視カメラ装置調達 

 

２．履行場所：福岡市博多区博多駅東２－１０－７ 九州地方整備局 

 

３．随意契約の相手方： 名称 株式会社ケーネス 九州支店 

      住所 福岡市博多区博多駅南１－３－１１ 

     電話 092-441-7912 

 

４．随意契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び 

 予算決算及び会計令102条の4第3号 

 

５．当該業務の目的・内容及び随意契約に付する理由 

１）当該工事の目的 

 本件は、令和2年7月3日発生の豪雨により被災した河川の状況監視のために

河川監視カメラ装置を調達するものである。 

 

２）当該業務の内容 

  河川監視カメラ装置          ８台 

 

３）随意契約に付する理由 

  本件は、豪雨災害により被災した河川の状態監視のために緊急に実施すること 

 が不可欠である。 

  株式会社ケーネスは、異常事態に緊急に対応を行う目的で緊急対応に必要な組 

 織及び建設機械並びに資材、労力の確保及び動員に関する「災害時における九州 

 地方整備局管内の災害応急対策業務に関する協定」を締結している（一社）建設 

 電気技術協会九州支部の会員であり、本件の履行にあたって知識、経験、技術力 

 を十分有しているものと判断できる。 

     また、本件に対する協力可能業者は株式会社ケーネスのみであった。 

このため本件は、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3

号により株式会社ケーネスと随意契約を締結するものである。 

 

 

（随意契約理由書作成者） 

企画部 情報通信技術課長 


